
2025年度の取組内容 （左記に関する取組内容を記載）
次年度以降の取組予定

取組内容 着手状況

（１）地域における課題への対策

がん

がんの予防や早期発見、早期治療に
ついては、大阪市健康増進計画「す
こやか大阪21（第３次）」に基づき、
取組を進めます。

・がんの予防や早期発見のため各がん検診を実施し、SNS等を用い
てがんの知識や検診の重要性について普及啓発を行っています。
・また、大型商業施設や夜間に検診を実施する等、受診しやすい環
境整備に努めています。

◎

・引き続き、「すこやか大阪21（第３
次）」に基づき、取組を進めます。

大阪市がん診療ネットワーク協議会
を通じて、がん医療体制に関する情
報の共有を図り、医療連携体制の推
進に努めます。

・がん診療ネットワーク協議会において、がん検診の普及等に関し
て大阪市の取組を情報共有する等、連携しています。
・「がん相談支援センター」等のがん医療体制に関する情報につい
て、各区保健福祉センターを通じて市民への周知を図っています。

◎

・引き続き、がん診療ネットワーク協議
会と連携し、がん検診の普及や医療連携
体制の推進に取組みます。

脳卒
中等
の脳
血管
疾患、
心筋
梗塞
等の
心血
管疾
患、
糖尿
病

特定健診等のデータを収集し、健康
課題を把握・分析するとともに、早
期発見、治療に結びつけるため、特
定健診受診率や特定保健指導実施率
の向上に取組みます。

・各区において、保健衛生データライブラリ等の活用により地域診
断を行い、課題分析を実施しています。
・各種保健事業の機会を活用して、特定健診の受診勧奨を実施して
います。
・特定健診や特定保健指導の実施率の向上のため、集団健診におけ
るがん検診との同時実施や休日の実施、おおさか健活マイレージ
「アスマイル」の国保特典の活用、ナッジ理論を用いた効果的な受
診勧奨通知の送付、医師会と連携したかかりつけ医からの受診勧奨
を実施しています
・特定保健指導においては、集団の特定健診会場にて初回面接を実
施しています。

◎

・引き続き、最新のデータ収集に努め、
健康課題の把握と分析に取組みます。
・各種保健事業の機会を活用して、特定
健診の受診勧奨の実施に取組みます。
・がん検診と併せた受診勧奨や、おおさ
か健活マイレージ「アスマイル」の国保
特典の活用、ナッジ理論を用いた効果的
な受診勧奨通知を送付する等により、特
定健診や特定保健指導の実施率の向上に
取組みます。

生活習慣の改善が、生活習慣病等の
発症予防及び重症化予防につながる
ため、大阪市健康増進計画「すこや
か大阪21（第３次）」に基づき、取
組を進めます。

・すこやか大阪21（第３次）の取組について理解を深め実施するた
め、職員対象の研修会を年1回実施しています。各区においてはそ
の内容や地域の健康課題を踏まえたリーフレット等の作成や地域健
康講座による生活習慣病予防の普及啓発に取組んでいます。
・重症化予防のため、健診受診後に必要な方に保健師が訪問等を行
い、受診勧奨及び保健指導を実施しています。
・喫煙はもとより、受動喫煙による健康影響が科学的に明らかに
なっている中、改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の趣旨
を踏まえ、受動喫煙防止を推進するため、制度周知と啓発を実施し
ています。
・子どもの受動喫煙を防止するため、子育て層や妊婦等を対象にし
た禁煙支援事業を実施しています。

◎

・引き続き、生活習慣病の理解を深める
ための職員対象の研修会の実施と、各区
においてその内容を活用した地域健康講
座の実施に取組みます。
・引き続き、「すこやか大阪21（第３
次）」に基づき、たばこによる健康影響
の啓発等、取組を進めます。

大阪糖尿病対策推進会議に参画し、
糖尿病患者の医療連携の状況を医療
従事者と共有する等、地域における
医療連携体制の推進を図ります。

・糖尿病の重症化予防及び合併症の減少の観点から、大阪糖尿病対
策推進会議（7月、10月、3月予定）に参画し、関係機関との情報連
携に努めています。

◎

・引き続き、大阪糖尿病対策推進会議に
参画するとともに、関係機関と連携し、
糖尿病対策に取組みます。
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【着手状況】
◎：実施／ ○：今年度実施予定／ △：次年度以降実施予定

資料５-１



第８次大阪府医療計画における取組
2025年度の取組内容 （左記に関する取組内容を記載）

次年度以降の取組予定
取組内容 着手状況

（１）地域における課題への対策

精神
疾患

多様な精神疾患等に対応できるよう、
地域連携拠点・地域精神科医療提供機
関を定めるとともに、関係者等による
協議の場を設置し、医療連携体制の構
築を図ります。

・精神医療懇話会等において、関係者による情報共有や意見交換を行い、第
８次大阪府医療計画に基づく精神医療体制の連携を図っています。（令和７
年度：1 回開催） ◎

・引き続き、精神医療懇話会等を
開催し、連携体制の構築を検討し
ます。

依存症対策を推進するため、依存症相
談窓口の充実を図るとともに、医療・
行政・民間機関等による連携体制を構
築します。

依存症対策支援事業（本市単独事業）を実施しています。
＊依存症相談員による相談業務 ＊依存症専門相談
＊依存症者当事者支援事業 ＊依存症者家族支援事業
＊依存症支援者育成研修事業 ＊普及啓発・情報提供事業等

・依存症対策支援事業（大阪府との共同事業）を実施しています。
＊依存症LINE相談 ＊若年層向け予防啓発事業
＊依存症理解啓発府民セミナー等

・依存症対策支援事業（大阪府・堺市との共同事業）を実施しています。
＊ギャンブル等依存症問題啓発月間における啓発事業
＊医療機関職員専門研修事業等

◎

・引き続き、依存症相談窓口の充実
を図るとともに、大阪府・堺市との
連携を継続します。

認知症疾患医療センターと地域の医
療・介護機関・認知症強化型地域包括
支援センター等が連携し、医療・介護
サービスの提供体制の構築に取組みま
す。

・6か所設置している認知症疾患医療センターにおいて、認知症疾患に対する鑑別
診断とそれに基づく初期対応、認知症の行動・心理症状と身体合併症の急性期対
応、専門医療相談、地域の認知症医療従事者・地域包括支援センター等に対する
研修、診断後の相談支援、アルツハイマー病の抗アミロイドβ抗体薬に係る相談
支援等を実施しています。
・地域における認知症疾患に関する医療の連携体制の強化を図るため、認知症疾
患医療センター、認知症強化型地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、
大阪府医師会、認知症サポート医等から組織された「認知症疾患医療センター連
携協議会」を開催しています。
・認知症疾患医療センターにおいて「かかりつけ医認知症対応力向上フォロー
アップ研修」を実施しています。
・地区医師会において、「認知症等高齢者支援地域連携事業」として、認知症サ
ポート医、かかりつけ医及び認知症疾患医療センターと連携した啓発事業を実施
しています。

◎

・引き続き、認知症疾患医療セン
ターと地域の医療・介護機関・認知
症強化型地域包括支援センター等が
連携し、医療・介護サービスの提供
体制の構築に取組みます。

地域で安心して自分らしい暮らしがで
きるよう、長期入院者の精神科病院か
らの地域移行・地域定着支援を推進し
ます。

・精神科病院に入院中の精神障がい者が住み慣れた地域を拠点とし、充実した地
域生活を送ることができるよう、地域生活への移行に向けた支援を推進し、長期
入院者（社会的入院者）の減少を図るため、地域生活移行推進事業をはじめ、精
神障がい者地域生活支援広域調整等事業を実施しています。

◎

・引き続き、精神科病院からの地域
移行・地域定着支援の推進を図りま
す。

大阪府・堺市と連携しながら、精神科
救急医療体制の充実を図ります。

・大阪府、大阪市及び堺市が共同で設置している「おおさか精神科救急ダイヤ
ル」、「おおさか精神科救急医療情報センター」、「緊急措置診察の受付窓口」、
「精神科合併症支援システム」と、本市単独事業として設置している「精神科救
急診療所」を｢大阪府夜間・休日精神科救急システム」として運用しています。

◎

・引き続き、大阪府、大阪市及び堺
市が共同で「大阪府夜間・休日精神
科救急システム」を設置し、精神科
救急医療体制の充実を図ります。
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【着手状況】
◎：実施／ ○：今年度実施予定／ △：次年度以降実施予定



第８次大阪府医療計画における取組
2025年度の取組内容 （左記に関する取組内容を記載）

次年度以降の取組予定
取組内容 着手状況

（１）地域における課題への対策

救急
医療、
災害
医療

初期救急医療機関での従事医師や後送
病院が安定的に確保できるよう、引き
続き体制を整備します。

・診療業務を委託している公益財団法人大阪市救急医療事業団におい
て、大阪府医師会をはじめ関係機関が参画している運営委員会を設置
し、参画者にて連携を図りながら、初期救急医療機関での従事医師や
後送病院の安定的な確保ができる体制を確保しています。

◎

・引き続き、関係機関と連携を図り、
初期救急医療機関での従事医師や後
送病院の安定的な確保を行います。

ORIONデータを活用し、病院前活動と病
院後活動の一体的な検証を行う等、救
急医療体制の検討を行います。

・消防局や大阪府と連携し、毎月検証会議にて「救急活動検証」及び
「実施基準検証」を行うことで、病院前活動と病院後活動の一体的な
検証を行っています。
・実施基準検証の検証結果を救急懇話会に報告し、情報共有する予定
です。

◎

・引き続き、消防局や府と連携し、
検証会議にて病院前活動と病院後活
動の一体的な検証を行います。また、
その内容につき、救急懇話会やMC協
議会と情報共有します。

救急安心センターの利用促進や予防救
急に関する情報発信を行います。
また、市民のニーズに応じた応急手当
の普及啓発を実施していきます。

・ホームページやＳＮＳ、動画や機関誌等で救急安心センターの利用
促進と予防救急の情報発信を行いました。
・また、令和７年９月７日「こども本の森 中之島」でイベントを実施
し、小学生や保護者向けに応急手当・予防救急の啓発活動を行いまし
た。

◎

・引き続き、様々な媒体を活用して
救急安心センター事業の理解促進と
利用推進の広報を行うとともに、イ
ベント等を通じて幅広い年代に応急
手当や予防救急の普及啓発を実施し
ます。

災害医療協力病院をはじめとした市内
医療機関に対して、ハード面やソフト
面での災害に備えた医療体制の充実が
図れるよう働きかけていきます。

・市内医療機関に対して、災害時医療への協力依頼を行いました。
（10月）
・市内医療機関に対して、災害時対応におけるハード面やソフト面で
の充実が図れるように、ＥＭＩＳの情報を収集して災害時対応状況の
情報提供を予定しています。（１月下旬）

◎

・引き続き、市内医療機関に対し、
災害時医療への協力依頼を行うとと
もに、ＥＭＩＳの入力情報を基に市
内医療資源情報を収集します。
・災害時におけるハード面やソフト
面での充実が図れるよう収集結果に
ついて情報提供を行います。

各区・市・府災害対策本部が医療機関
等の関係機関と円滑な連携が図れるよ
う、災害訓練等を通じて連携強化に取
組む等、災害医療体制の充実に努めま
す。

・各区の災害時保健医療体制の整備に向けた取組状況を調査し、各区
が他区の取組を参考にできるよう情報提供を行いました。（６月）
・１月に市災害対策本部（保健医療調整本部）と府の間で情報連携訓
練を予定しています。

◎

・引き続き、災害訓練や情報提供を
行い、各区や府と連携を強化し、災
害医療体制の充実を図ります。
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【着手状況】
◎：実施／ ○：今年度実施予定／ △：次年度以降実施予定



第８次大阪府医療計画における取組
2025年度の取組内容 （左記に関する取組内容を記載）

次年度以降の取組予定
取組内容 着手状況

（１）地域における課題への対策

周産
期医
療、
小児
医療

周産期緊急医療体制の中心と
なるNMCS、OGCSの取組を大阪
府と連携し支援する等、周産
期医療体制の維持に努めます。

・NMCS、OGCSの取組に対して、大阪府周産期医療及び小児医療協議会（年
度内開催予定）に参画する等、大阪府と連携し、支援しています。

◎

・引き続き、大阪府周産期医療及び小児
医療協議会に参画し、周産期緊急医療体
制の中心となるNMCS、OGCSの取組につい
て大阪府と連携し支援します。

母子保健事業や要養育支援者
情報提供票の活用等による医
療機関との連携により、支援
の必要な妊産婦を適時把握し、
必要な支援につなげる等、児
童虐待の発生予防等に取組み
ます。

・母子健康手帳交付時面接や妊娠8か月頃面談や乳児家庭全戸訪問、及び医
療機関からの情報提供等により支援が必要な妊産婦や乳児等を適時把握し、
こども家庭センターにおける児童福祉部門（子育て支援室）と一体的な支
援を行い、関係機関と連携しながら、専門的家庭訪問支援事業や産後ケア
事業等の必要な支援につなげています。
・「大阪市版ネウボラ」の取組として妊娠届出時から地域担当保健師との
顔の見える関係づくりを行い気軽に相談できるよう努めるとともに、児童
虐待の発生予防等の観点から乳児家庭全戸訪問において、自己記入式質問
票「赤ちゃんの気持ち質問票」を用いて養育者の赤ちゃんに対する愛着を
客観的に把握・評価したうえで、必要に応じて早期支援につなげています。

◎

・引き続き、さまざまな機会を通じて支
援が必要な妊婦、母子等の把握に努め、
必要な支援につなげるとともに、子育て
支援室等の関係機関と連携しながら児童
虐待の発生予防等に取組みます。

小児科医師の確保も含め、小
児初期救急医療体制の維持に
努めます。

・いつでも安心して小児初期救急医療を受けられるよう、大阪府医師会等
と連携して小児科医師を確保する等、中央急病診療所及び市内６か所の休
日急病診療所で、大阪府医師会等と連携しながら、夜間・休日の診療を実
施しています。

◎

・引き続き、安心して小児初期救急医療
が受けられるよう、中央急病診療所及び
市内６か所の休日急病診療所で、夜間・
休日の診療を実施します。

医療的ケア児の在宅医療を支
えるため、関係者による会議
等に参画し、情報共有を図る
とともに、支援についても検
討します。また、地域でかか
りつけ医を持つ等、成人移行
期の医療体制についても検討
します。

・病院が開催する医療的ケア児の退院カンファレンスに各区保健福祉セン
ター（必要時保健所）も参加し、関係機関で情報共有を図りました。（Ｒ
７年上半期は延15回実施）
・「小児慢性特定疾病児等療養相談会」において、就園就学支援、移行期
支援、災害時支援等をテーマに講演会（集合型及び動画視聴型）と個別相
談を実施し、医療的ケア児とその保護者へ情報提供を行いました。（Ｒ７
年度集合型４回/会場参加者33人、ライブ配信参加者10組・１動画配信/22
回再生）
・「高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修
会」を毎年開催、関係機関間での情報共有や連携強化を図りました。（Ｒ
７年度：２月～３月に集合型で開催予定）
・「大阪市医療的ケア児の支援に関する検討会議」（年２回予定）に参画
し、関係各局担当者会議（年２回予定）にて全体で取組む課題抽出、支援
を検討しました。
・重症心身障がい児者が成人移行後も、地域でのかかりつけ医を持ち、在
宅医療が受けられるよう、研修会等を実施するとともに、内科・小児科・
精神科・心療内科における協力医療機関の拡充を図りました。

◎

・引き続き、医療的ケア児の退院カン
ファレンスに参加し、関係機関で情報共
有を図ります。
・「小児慢性特定疾病児等療養相談会」
において、アンケート等で把握したニー
ズに沿ってテーマを設定し、柔軟な開催
方法を検討しながら開催します。
・「高度な医療的ケアが必要なこどもの
在宅療養支援に関する多職種研修会」に
おいて、トピックスとなるテーマを設定
し、関係機関間での情報共有や連携強化
を図ります。
・「大阪市医療的ケア児の支援に関する
検討会議」に参画し、関係機関と課題を
共有し、支援を検討します。
・引き続き、研修会の開催や協力医療機
関の確保に努めます。
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【着手状況】
◎：実施／ ○：今年度実施予定／ △：次年度以降実施予定



第８次大阪府医療計画における取組
2025年度の取組内容 （左記に関する取組内容を記載）

次年度以降の取組予定
取組内容 着手状況

（２）新興感染症発生・まん延時における医療

新興感染症発生・まん延時に医療が提供
できるよう、大阪府と連携しながら、平
時より医療体制の整備に努めます。

・大阪府感染症対策部会（都道府県連携協議会）において、情報共有等を
行い、大阪府との連携体制を図りました。（令和７年度２回開催）

◎

・引き続き、大阪府感染症対策部会
（都道府県連携協議会）へ参画し、
医療体制の整備に努めていきます。

大阪市感染症予防計画に基づき、府や医
療関係団体等とのネットワークが今後も
機能するよう連携に努め、行政、施設、
市民等が感染症への対応力向上につなが
る取組を進めるとともに、感染症危機等
への対応可能な保健所体制等を構築する
ことで、感染症の発生の予防及びまん延
の防止に努めていきます。

・地域の実情に応じたネットワーク構築を目指し、高齢者施設等関係団体
と連携した研修等（17区開催）を通じて、施設等の感染症対応力向上につ
ながる取組を進めました。
・感染症の発生段階に応じた体制整備、外部人材等の確保、大規模感染症
対応を一元的に担う新保健所の整備等、感染症危機に対応可能な保健所体
制の構築に努めました。

◎

・さらに多くの関係団体と連携し、
取組の強化に努めていきます。
・感染症危機に対応可能な保健所体
制の更なる強化に努めていきます。

（３）地域医療構想（病床の機能分化・連携の推進）

2025年に向けた医療提供体制については、
病院連絡会を開催し、関係者間で認識の
共有を図るとともに、「地域医療構想調
整会議（大阪府大阪市保健医療連絡協議
会）」等において協議することで、医療
機関の自主的な取組を推進します。

・病院プランの結果を含めた大阪市の現状と課題について、基本保健医療
圏ごとの病院連絡会（12月開催・全４回）において関係者間で認識の共有
を図るとともに、新たな地域医療構想を見据え、「外来・在宅、介護との
連携」についても協議を行いました。
・病院連絡会での意見等を医療・病床懇話会（１月開催予定）において情
報共有し、今後の医療機能、病床機能について協議を行います。
・医療・病床懇話会での協議内容について、基本保健医療圏ごとに開催す
る保健医療協議会（１～２月開催予定・全4回）及び保健医療連絡協議会
（地域医療構想調整会議予定・2月開催）において報告し、必要な協議を
行います。

◎

・引き続き、大阪府と連携しながら、
病院プラン調査を実施する等、病院
の現状や今後の方向性を把握し、そ
れらの情報を共有・協議を行う「病
院連絡会」を開催します。
・医療・病床懇話会や保健医療連絡
協議会（地域医療構想調整会議）等
において、今後の医療提供体制につ
いて、協議・報告を行います。
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【着手状況】
◎：実施／ ○：今年度実施予定／ △：次年度以降実施予定



第８次大阪府医療計画における取組
2025年度の取組内容 （左記に関する取組内容を記載）

次年度以降の取組予定

取組内容 着手状況

（４）在宅医療

各区の「在宅医療・介護連携推進
会議」において課題抽出・対応策
の検討を、「大阪市在宅医療・介
護連携推進会議」において広域に
おける課題整理・対応策の検討を
行います。

・区役所において「在宅医療・介護連携推進会議」を開催し、各区における
課題抽出や対応策の検討を行いました。
・健康局において「大阪市在宅医療推進会議」（7月）及び「大阪市在宅医
療・介護連携推進会議」（2～3月予定）を開催し、大阪市域における課題抽
出や対応策の検討を行いました。
・区役所における取組が円滑に進められるよう、区役所担当者研修会（４
月）を実施しました。さらに、区役所担当者とコーディネーターを対象とし
た合同研修会（第１回５月、第２回12月）を開催しました。

◎

・引き続き、各区の「在宅医療・介
護連携推進会議」及び「大阪市在宅
医療推進会議」、「大阪市在宅医
療・介護連携推進会議」を開催し、
課題や対応策等 を検討します。
・各区で課題分析や対応策の検討
が行えるよう、担当者等説明会や合
同研修会を開催します。

在宅医療を支える４つの医療機能
（日常の療養支援、入退院支援、
急病時の対応、看取り）の確保に
向け、連携の拠点及び積極的医療
機関を中心に取組を検討します。

・在宅医療体制を構築するため、積極的医療機関（152医療機関：令和７年
４月時点）の位置づけを行いました。
・４つの医療機能の確保のため、連携の拠点を中心に積極的医療機関等関
係機関との会議を開催し、在宅医療における24時間体制の構築に向け た取
組を検討しました。

◎

・引き続き、積極的医療機関の確保
に努めます。
・連携の拠点及び積極的医療機関
を中心に４つの医療機能の確保に向
けた取組の検討を進めます。

在宅医療と介護が切れ目なく提供
できるよう、「在宅医療・介護連
携相談支援室」が主体となり、地
域の実情に応じた取組を進めます。

・「在宅医療・介護連携相談支援室」において、医療・介護関係機関との連
携を図るため、地域の実に応じた取組の検討を行いました。
・全ての「在宅医療・介護連携相談支援室」に対し、事業の取組内容や進捗
について、5月～順次聞き取りを行い、課題抽出、対応策を共有し、支援し
ました。
・「在宅医療・介護連携相談支援室」が円滑に業務遂行できるよう、コー
ディネーター間での情報共有のための連絡会（第１回４月、第２回９月、第
３回10月、第４回11月、第５回３月予定）や、コーディネーターと区役所担
当者を対象とした合同研修会（第１回５月、第２回12月）を開催しました。
・「急変時の対応」の場面における区域を超えた多職種間での連携を深める
ため、基本保健医療圏ごとに多職種研修会（北部・東部：７月、西部・南
部：８月）を開催しました。
・「在宅医療・介護連携相談支援室」の活動内容を関係機関に周知し、広域
における医療と介護関係者の「顔の見える関係」の構築を図るため、「在宅
医療・介護連携相談支援室活動報告会」を開催（2月予定）します。

◎

・引き続き、「在宅医療・介護連携
相談支援室」において、地域の実情
に応じた取組の検討を行います。

地域住民に対し、在宅医療や人生
会議（ACP）の理解促進とさらな
る普及啓発に取組みます。

・各区において、地域住民を対象とした講演会等を開催し、在宅医療や人生
会議（ACP）の普及啓発を実施しました。
・11月を人生会議（ACP）強化月間と位置づけ、各区において区民向け講演
会の開催やリーフレットの配布等を積極的に行いました。
・健康局において、人生会議（ACP）への理解を深めるため、市民を対象と
した普及啓発セミナー（11月）の開催や地下鉄駅への啓発ポスターの掲示
（11月）を行いました。

◎

・引き続き、地域住民を対象とした
講演会の開催等、普及啓発を実施し
ます。
・11月を人生会議（ACP）強化月間
と位置づけ、人生会議（ACP）の普
及啓発を実施します。
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【着手状況】
◎：実施／ ○：今年度実施予定／ △：次年度以降実施予定


